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第三者割当による優先株式の取得価額の調整に関するお知らせ 

 
  当社が平成 24 年７月５日に発行いたしましたＡ種優先株式に関し、普通株式を対価とする取得請

求権の取得価額が下記のとおり調整されることになりましたので、お知らせします。 

 

 
記 

 
１．取得価額の調整 

種類 調整前取得価額 調整後取得価額 

Ａ種優先株式 35,832.7 円 35,820.9 円 

（※）調整前取得価額につきましては、平成 25 年５月 14 日に公表いたしました「第三者割当によ

る優先株式の取得価額の調整に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
２．適用日 

平成 25 年５月 30 日以降 

 
３．調整事由 

平成 25 年５月２日開催の取締役会の決議に基づき、当社が発行する新株式についての発行価額（払

込金額）が、Ａ種優先株式発行要項で定める時価を下回るため、取得価額の調整を行うものです。 

また、Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種優先株式の数

に 360,000 円を乗じて得られる額を、35,820.9 円で除して得られる数となります。 

なお、詳細につきましては、平成 24 年５月 17 日に公表いたしました「資本業務提携及び第三者割

当による優先株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 
以上 

 

 


